
「パートナーシップ構築宣言」

進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣

言します。

１ サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける 「 」から「 」へ ことによ

働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入や 事業継続計画 進

めます。

個別項目

グリーン化の取組 脱・低炭素化技術の共同開発、省エネ診断に係る助言・支援、生産工程

等の脱・低炭素化、グリーン調達 等 室内の温度を抑えれるように、表窓ガラス前にゴー

ヤのグリーンカーテンをしている。

健康経営に係るノウハウの提供、健康増進施策の共同実施等 朝礼

２ 「振興基準」の遵守

親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行 下請中小企業振興法に基づく「振興基準」 を遵

みます。

①価格決定方法

条件の改善が可能となるよう、十分に協議して決定します。その際、「労務費の適切な転嫁のた

② 手形などの支払条件

日以内とするよう努めます。
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③ 知的財産・ノウハウ

ひ

ハウ の開示や知的財産権の無償譲渡などは求めません。

④ 働き方改革等に伴うしわ寄せ

令和 年 月 日

企 業 名 ’ 役職・氏名 代表権を有する者 代表 家森友昭

備考

・本宣言は、 公財 全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトに掲載されます。

・主務大臣から「振興基準」に基づき指導又は助言が行われた場合など、本宣言が履行されていないと認められ

る場合には、本宣言の掲載が取りやめになることがあります。
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